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福祉・介護職員処遇改善加算

•令和４年度からは福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)～(Ⅲ)へ
※福祉・介護職員処遇改善加算（Ⅳ）,（Ⅴ）および

福祉・介護職員処遇改善特別加算は令和２年度末（経過措置として

令和３年度末）をもって廃止

•上乗せの福祉・介護職員処遇改善特定加算(Ⅰ),(Ⅱ)について

居宅訪問系事業所…特定事業所加算

その他の事業所…福祉専門職員配置等加算

上記の加算を取得できなくなると、（Ⅱ）になりますので

計画変更の届出や請求にご注意ください。



福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金

（１）はじめに

（２）２月分での賃金改善が間に合わなかった事業者の皆さまへ

（３）計画書について

（４）お問い合わせ先



（１）はじめに

•福祉・介護職員の皆さまに対する処遇改善を図るための補助制
度が、２月からスタート

•今回の交付金は、令和４年２月分から９月分までの間について、
福祉・介護職員の皆さまの処遇改善を図るために設けられたも
の

•１０月分以降についても、障がい福祉サービス報酬の加算とい
う形で同様の措置が継続される予定（詳細は不明）

•事業者の皆さまには、この交付金を用いて職員の皆さまの賃金
引上げを行われるよう改めてご案内



（２）２月分での賃金改善が間に合わなかった事業者の皆さまへ
～３月分とまとめて２月分の賃金改善を行うことも可能～

•２月分からの賃金改善が間に合わなかった事業者は、令和４年
３月分とまとめて２月分の賃金改善を行うことが可能

•令和４年２月分と３月分は、一時金による賃金改善も可能

•なお、２月分とまとめて３月分の賃金改善を行う事業者は、
令和４年３月３１日（木）までに県障がい福祉課へ「賃金改善
開始の報告」のご提出をお願いします。

提出方法：メールのみ

提出先：syogai@pref.fukui.lg.jp



（３）計画書の作成方法について

•交付金を受けるためには、福祉・介護職員処遇改善臨時特例交
付金の計画書を県障がい福祉課に提出をお願いします。

提出期限：令和４年４月１５日（金）

提出方法：文書（郵送）およびメール（どちらも）

※通常の福祉・介護職員処遇改善加算の届出も行ってください

（福井市所管事業所は福井市、基準該当事業所は各市町あて）

•県では計画書を確認の上、６月に２月～４月分をまとめて支払

•その後、５月分は７月に支払い、最後の９月分を１１月に支払



（３）計画書について

•計画書（案）については、県障が
い福祉課のホームページに掲載

•現時点では案の段階であり、決定
版については、３月下旬～４月に
厚生労働省から示される予定



（４）お問い合わせ先
•制度全般に関するお問い合わせ先
○厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部内

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金コールセンター

電話番号：０３－５２５３－１１１１（内線：３６９８・３６９９）

（受付時間：平日１０：００～１６：００）

•申請手続きに関するお問い合わせ先
○福井県健康福祉部障がい福祉課
メールでお問い合わせください。
メールアドレス：syogai@pref.fukui.lg.jp


